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令和８年度
ボランティア登録更新

のご案内

令和７年度
登録ボランティア団体助成金
精算報告ご提出のお願い

令和８年度
登録ボランティア団体

助成金申請受付
(前期受付分)について

※支援金は被災地で支援を行うボランティア団体等に渡されるお金です。
　義援金は被災者に直接渡されるお金です。

月刊　キャッチボール月刊　キャッチボール

２０２６年２０２６年 中央区社会福祉協議会
ボランティアセンターだより

中央区社会福祉協議会
ボランティアセンターだより

台風２２号・２３号の被害を受けた八丈島への
支援を行っています！

以下、二次元コードから支援金・義援金が送れます。

中面にて、中央区社協ボランティアセンター職員が八丈島社協の応援職員とし
て勤務してきた記録を記載しております。

申請された事業(支出)がすべて完了次第、
早めの提出にご協力お願いいたします。
提出締切：３月１９日(木)１７時までです。

ボランティア活動の推進を図るために本会登録ボランテ
ィア団体に対して活動費の一部を助成しています。対象
となる団体に、次年度(前期受付分)の助成金申請書類を
お送りしておりますので、必ず内容をご確認いただき、
ご不明点がございましたら、当センターまでお問い合わ
せください。
提出締切：４月１７日(金)１７時までです。

登録ボランティア団体代表者または連絡責任者の方、お
よび登録個人ボランティアの方(本年１～３月に新規登
録の方を除く)に「登録用紙」をお送りしました。来年
度も登録継続を希望される場合は必要事項を記入の上、
当センターへご提出ください。
提出締切：３月３１日(火)です。

ご来所される際は、必ず事前に当センターまでご連絡ください。
(連絡が無い場合、対応出来ない可能性がございます。連絡先は４ページ目下部をご覧ください。)



災害ボランティア
センター

　　　運営訓練

中央区かえで学級
ボランティアスタッフ募集

【対象】区内在住・在勤・在学の方
【定員】２０名（抽選）
【申込方法】申込フォーム、電話、メールのいず
れかにて受付　※申込時には①氏名(ふりがな)
②電話番号③在住、在勤、在学の記載をお願いします。
【申込・問合せ】４ページ目下部をご覧ください。

運営訓練

申込フォーム

【日時】令和８年５月１０日から令和９年３月１４日までの日曜日
　(月２回程度、年間１９回のうち宿泊２回の計２１日開催予定)
　９:００～１６:３０　◎学習内容によって変動があります。
【会場】主に銀座中学校または築地社会教育会館
【対象】知的障害児・者に対する知識があり、意欲がある方
　学級生のサポートが必要なため、突発的な行動にも対応できる方
【内容】学級生の補助として、一緒にレクリエーションやスポーツ、
 調理を行います。電車を使った遠足や、宿泊などもあります。
【定員】若干名　【選考方法】書類選考および面談　【謝礼】有り
【申込方法】３月１０日(火)(必着)までに、申込フォーム、または申込書
(区HPでダウンロード/文化・生涯学習課で配布)に必要事項を記入し郵送
もしくは直接問合せ窓口へ　◎参加可能日は応相談。◎詳しくはお問合せください。

【問合せ】　中央区区民部文化・生涯学習課生涯学習係　電話：０３-３５４６-５５２４

申込
フォーム

受賞おめでとうございます

第７４回

東京都社会福祉大会

第７４回
東京都社会福祉大会

１５歳以上(中学生を除く)の知的障害のある方を対象に、
社会の中で自立して生きていく力を身に付けることを目的
として、中央区かえで学級を開設しています。この学級で、
ボランティアスタッフとして活動する方を募集します。

東京の社会福祉の発展に功績のあ
った社会福祉関係者を表彰する東
京都社会福祉大会において、登録
ボランティア団体の中から次の団
体が受賞されました。

「中央区区民メディアリポーターの会」(東京都社会福祉協議会会長感謝状)
「区民の目線で、区民が求める地域情報を、映像作品として制作、地域のメ
ディア及び、Webを通じて発信する」をモットーに、活動しています。
会の長年にわたる活動が表彰されましたことを心よりお祝い申し上げます。
ますますのご活躍を応援しております！

【日時】２月２８日（土）１３:００～１６:００
【場所】中央区役所８階大会議室(築地１-１-１)
【申込締切】２月２０日(金)まで

【訓練内容】「災害ボランティアセンター」では災害ボランテ
ィアの受入や活動支援、災害時の困りごとの受付を行います。
今回は地震を想定して「災害ボランティアセンター」が設置さ
れた場合、スムーズなボランティアの受入や事例をもとにボラ
ンティアとして「どう動くか」を考えていきます。



出迎える八丈富士(西山)

穴が開いた天井
根元から倒壊
した木

土砂が流れ込んできた避難所オリエンテーション

　仕事としては災害ボランティアに来られた島内・外の方へのオリエンテーションや送り出し、活動
人数が足りない時はボランティアとしての活動にも参加してきました。島内ボランティアの方は被災
から二か月が経過し、慣れた様子で作業確認をされていて、必要物のピックアップもあっという間に
行っていました。現在出ているニーズ(作業依頼)は倒木被害が大きく、道路にはみ出した木をチェー
ンソーで切ったり、使えなくなった家具等の回収・処分、屋根が飛ばされ浸水したお宅の片付け等の
ボランティアが複数存在しています。一度で終わらない作業やボランティアでは対応出来ない倒木も
多く、少しずつ、着実に作業を進めています。

　令和７年１０月９日に台風２２号、１３日に台風２３号が
接近。八丈島や青ヶ島を中心に大きな被害をもたらし、人家
の屋根や外壁が飛んだり、倒木による道路の封鎖、大雨によ
る土砂災害が発生しました。農業や林業、水産業にも大きな
影響があり、今も復興のさなかです。
　東京都社会福祉協議会を中心に、都内区市町村から八丈町
の災害ボランティアセンター「あすなろ」への職員派遣が実
施され、第８クールに中央区社協のボランティアセンターの
職員が参加しましたので、報告いたします。

　１２月１０日から１４日の５日間の日程で
出発。羽田空港から飛行機で一時間もかから
ずに八丈島空港に到着しました。同じ東京都
ではありますが、「ここまで近いのか」と驚
きました。空港を出て出迎えるは八丈富士(西
山)。雄大さに圧倒されました。車を走らせる
と台風で壊され、新たに建築している家や、
壁にブルーシートが貼られている家が目に入
りました。

　八丈町社協の「現場を見てほしい」との意向で、
事務局長から坂下地区(大賀郷、三根地区)と坂上地区
(樫立、中之郷、末吉地区)のご案内を頂きました。な
ぎ倒された木々や天井に穴が開いて住めない状態に
なってしまった家、根っ子ごと倒された木が石垣ま
でも破壊してしまった様子が、台風の威力を物語っ
ていました。また、道路を挟んで右側は大きな被害
でも、左側は被害が少ないなど、風向きによって影
響が異なる様子も見られました。地元の方も「ここ
まで大きい台風は初めて」と話され、台風に慣れて
いる土地でも想定できない事態であったと実感しま
した。

４Pへ続く⇒



【編集・発行】 社会福祉法人中央区社会福祉協議会
 　　　　　　　地域支援部　ボランティアセンター
【所在地】 〒104-0032 東京都中央区八丁堀４-１-５
【電　話】 ０３-３２０６-０５６０
【F A X 】 ０３-３２０６-０６０１
【メール】 vc@shakyo-chuo-city.jp　
【ホームページ】　https://www.shakyo-chuo-city.jp
【開所時間】 平日　８:３０～１７:００
◆本紙内容等のお問い合わせは上記までお願いいたします
◆本紙内「当センター」表記は「ボランティアセンター」のことを指します

※本物の亀じゃ
ないよ！

横間海岸から望む夕日

これが明日葉！

八丈島社協事
務局長からの
サツマイモ

「カメノテ」味噌汁
と漬け丼

本紙掲載記事は前月上旬までの情報をもとに作成
しています。中止や延期等、変更となる場合があ
りますので各問合せ先へご確認ください。

地域の活動はこちら⇒中央社協の「まちひとサイト」　http://machihito.blog１３１.fc２.com/

ち
ゅ
う
お
う
ボ
ラ
ネ
ッ
ト

小
林
典
子
さ
ん
よ
り

C
‌B

‌ ‌G
a‌l‌l‌e

‌r‌y‌今月の予定
　２日(月)　ちゅうおうボラネット交流サロン
１７日(火)　ボランティア交流会
２８日(土)　災害ボランティアセンター運営訓練

八丈島の美味しい
こぼれ話…

見学時に地元の「やた
け製菓」さんでは、つ
きたてのお餅や余った
ケーキ、社協評議員さ
んのお宅では明日葉
を、訪問したお宅の方
からはみかんをいただ
いてしまいました！

「やたけ製菓」さんの
ケーキにあんぱん

ジャージー牛
のプリン‼

　まだまだ復興は続いていますが、
島民の皆さんからは「今度は観光で
来てね」と温かくお話いただきまし
た。ぜひ観光も兼ねて、一日、もし
くは半日だけでも災害ボランティア
をして、八丈島の自然と美味しいご
はんを楽しみに行ってきてくださ
い。私もまた、お伺いします！

災害ボランティア保険の保険料助成制度について
被災地でボランティア活動を行う方に対し、ボランティア保険料を助成します。

【助成内容】東京都社会福祉協議会ボランティア保険天災Ｃプランの保険料
【対 象 者】中央区在住・在勤・在学の方　※申請時に証明書類等の呈示が必須
【申請方法】当センターに来所のうえ、必要書類等にご記入ください。
【注意事項】保険料の事前振込はせずに直接ご来所ください。支払い後の保険料は払い戻しが出来ません。
　災害ボランティアの受入を行っている「被災地での具体的な活動先」と「活動内容のお申し出」が必須と
なるほか、活動終了後には「活動内容のフィードバック」にご協力いただきます。
　ご希望の方は事前に当センターまでお問合わせください。連絡先は下部参照。

災害ボラに関心が
ある方におススメ！

島には猫やイタチがあち
こちに。これからの時期
は鯨も見えるそう！

明日葉の天ぷら


